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第１章 はじめに  

1-1．趣旨 
本報告で述べる「再発防⽌」とは、沖縄だけでなく世界の宝である⾸⾥城を⽕災によって⼆度

と失わないようするために何をなすべきなのか、すなわち、⾸⾥城を数百年先の未来にまで遺す
ためには、どのような⽅策が取られるべきなのかということを検討の主眼とするものである。 

そのため、令和元年 10 ⽉ 31 ⽇に発⽣した⾸⾥城⽕災（以下「⾸⾥城⽕災」という。）の直接
的または間接的な原因を検討するだけでなく、再発防⽌の観点から、⾸⾥城公園の特性やその特
性を踏まえた設備及び管理の在り⽅について広く検討を⾏った。 

なお、本報告は、決して⾸⾥城⽕災に関する賠償責任の所在や有無について検討するものでは
ない。今回の報告書の作成にあたって、設備や警備体制、管理体制の不備等を指摘する部分が存
するが、これらは法律上の損害賠償責任が⽣じることを意味するものではない。法に基づく損害
賠償責任は、法律上の義務違反によって当該⽕災が引き起こされたという関係が必要であって、
このような不備の存在が直ちに賠償責任に結びつくものではないことに、⼗分ご留意いただきた
い。 

 
1-2．委員の構成 
 

 ⽒名 分野 職名等 

委員⻑ 阿波連 光 法律 弁護⼠ 

委員 野崎 聖⼦ 法律 弁護⼠ 

委員 関澤 愛 消防防災（⽂化財） 東京理科⼤学 研究推進機構総合研究院 教授 

委員 ⻑⾕⾒ 雄⼆ 建築防⽕（⽂化財） 早稲⽥⼤学 理⼯学術院 教授 

委員 蓑茂 壽太郎 公園計画 東京農業⼤学 名誉教授 

表 1.1：委員名簿 

 
1-3．委員会の開催状況 

委員会等 ⽇ 付 
第 1 回委員会 令和２年３⽉ 18 ⽇ 
第 2 回委員会 令和 2 年 4 ⽉ 16 ⽇ 
第 3 回委員会 令和 2 年 8 ⽉ 21 ⽇ 
中間報告 令和 2 年 9 ⽉ 11 ⽇ 
第 4 回委員会 令和 2 年 11 ⽉ 25 ⽇ 
第 5 回委員会 令和 3 年 1 ⽉ 19 ⽇ 
第 6 回委員会 令和 3 年 3 ⽉ 17 ⽇ 

表 1.2：委員会の開催状況 

 
1-4．検討の進め⽅ 

当委員会は、令和２年３⽉ 18 ⽇以降、計６回の委員会を開催した。 
また、委員会における検討にあたり、防災の専⾨家及び弁護⼠によるチームを編成し、現地調

査、以下に記載する関係機関及び関係⼈に対する⽂書による照会やヒアリングの実施、関係資料
の精査、先進事例の調査を⾏い、⾸⾥城⽕災に関する事実、⾸⾥城公園内の設備及び⾸⾥城公園
の管理運営の状況等を確認し、再発防⽌策の検討を進めてきた。 
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（１）関係機関及び関係⼈ 
・⼀般財団法⼈沖縄美ら島財団（平成 24 年 10 ⽉の⼀般財団法⼈への移⾏及び改称前は「財

団法⼈海洋博覧会記念公園管理財団」である。以下「沖縄美ら島財団」という。） 
・沖縄美ら島財団から常駐警備・巡回警備業務を受託した警備会社（以下「常駐警備会社」

という。） 
・常駐警備会社の従業員で⾸⾥城⽕災当⽇に常駐警備の任務に就いていた警備員（以下「警

備員」という。） 
・沖縄美ら島財団から防災設備の管理運⽤を受託した設備管理会社（以下「設備会社」とい

う。） 
・設備会社の従業員で⾸⾥城⽕災当⽇に設備監視の宿直勤務に就いていた職員（以下「監視

員」という。） 
・沖縄美ら島財団から機械警備業務を受託した警備会社（常駐警備会社とは異なる会社であ

り、以下「遠隔警備会社」という。） 
・沖縄県警察 
・那覇市消防局 
・沖縄県（⼟⽊建築部都市公園課） 
・国（内閣府沖縄総合事務局） 
・独⽴⾏政法⼈都市再⽣機構（以下「ＵＲ」という。） 

 

（２）事例調査先 
・姫路城（兵庫県姫路市） 
・妙⼼寺（京都府京都市） 
・清⽔寺（京都府京都市） 
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